駐車場使用契約書　　（個人用）

株式会社舞鶴２１（以下「甲」という。登録番号Ｔ７-１３００-０１０４-３７０６）と、　　　　　　　　（以下「乙」という。）は、甲が管理する自動車駐車場の使用に関し、令和
年　　月　　日より、下記のとおり駐車場使用契約を締結する。

第１条　乙が、１ヵ月１５日以上使用する場合の駐車料金は、月額２，７５０円（消費税率１０％うち消費税額等２５０円）とする。毎月末日までに翌月分を甲、乙双方が合意する方法で支払うものとする。

第２条　乙が、１ヵ月１５日未満使用する場合の駐車料金は、月額１，６５０円（消費税率１０％うち消費税額等１５０円）とする。毎月末日までに翌月分を甲、乙双方が合意する方法で支払うものとする。

第３条　乙は、使用日数により第１条又は第２条に基づいて、車種名、車両ナンバーを甲に届け出する。又車両等の変更があれば速やかに甲に届け出する。

第４条　経済情勢の変化等により駐車料金の改定が必要となった場合は、甲乙協議の上、これを改定することができる。

第５条　乙は、甲が作成する駐車場使用許可証を車両内の良く見える場所に提示するものとする。

第６条　駐車指定場所は、舞鶴２１東駐車場又は西駐車場とする。

第７条　駐車場内においての天災、火災等による損傷、盗難等による損害又は物損事故若しくは人身事故等により乙が被った損害等について、甲は一切の賠償の責めを負わない。

第８条　乙は本駐車場を使用しなくなったときは、必ず駐車場使用許可証を勤務先を通じて㈱舞鶴２１に速やかに返却すること。

第９条　乙は、自動車駐車場の使用権を第三者に譲渡若しくは転貸してはならない。

第１０条　本契約書に定めのない事項並びに契約条項の解釈に疑義を生じたときには、甲乙は誠意をもって協議し、その解決にあたるものとする。

本契約締結の証として本書２通を作成し、甲乙各１通を保有する。

令和　　　年　　　月　　　日　　　（甲）　住所　　京都府舞鶴市字喜多１１０５番１
氏名　　株式会社舞鶴２１
代表取締役　材木　正己　㊞
（乙）　駐車場使用契約書第　　　条該当者
住所　　　　　　　　　　　　　　
氏名　　　　　　　　　　　　　　　　㊞
連絡先（携帯番号）
申請車両
車名　　　　　　　　　　　　　　　

車両ナンバー　　　　　　　　　　　
